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令和２年１月１５日 

 

衆議院議員 阿部知子議員 

秘書 政野様 

 

平素よりお世話になっております。 

依頼頂いた質問について、下記のとおり回答致します。 

【回答】 

①～③に該当する最新の審査会合資料の URLは下記になります。 

なお、議事録は掲載作業中ですので、議事内容については Youtube 動画をご確認いただけます

と幸いです。 

 

第 327回核燃料施設等の新規制基準適合性に係る審査会合（令和元年１２月２４日） 

・資料 10-1 六ヶ所再処理施設における新規制基準に対する適合性 第 28 条:重大事

故等の拡大防止等 ･重大事故等の対処に係る有効性評価の基本的な考え方 ･冷却

機能の喪失による蒸発乾固への対処 

・資料 10-2 六ヶ所再処理施設における新規制基準に対する適合性 第 35 条:冷却機

能の喪失による蒸発乾固に対処するための設備 

・資料 10-3 六ヶ所再処理施設における新規制基準に対する適合性 使用済燃料の再

処理の事業に係る重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために

必要な技術的能力 冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための手順等 

URL :  

http://www2.nsr.go.jp/disclosure/committee/yuushikisya/tekigousei/nuclear_facilities/

190000140.html 

 

 

 
 

１．現在審査中の六ヶ所再処理工場の新規制基準適合性審査のために、原燃が提出した申請

関係書類で、以下①②について記述のある個所 

①高レベル廃液の「蒸発乾固」に関する予防に関する記述 

②蒸発乾固が発生した場合の対策 

③①②に関して原燃と審査側の原子力規制委員（庁）でやり取りした時の議事録（公開済み

のもので構いません。②について「ない」場合はないとご回答ください）を、URL やページで

結構ですので、箇所を特定してメールにていただければ幸いです。 

http://www2.nsr.go.jp/disclosure/committee/yuushikisya/tekigousei/nuclear_facilities/190000140.html
http://www2.nsr.go.jp/disclosure/committee/yuushikisya/tekigousei/nuclear_facilities/190000140.html
nagatafumio
テキストボックス
2020年1月10日（金）に衆議院第一議員会館で行われた院内ヒアリングにおける追加質問に対する担当官からの回答にコメントを加えたものです。　（赤いフォントのものです。）

nagatafumio
テキストボックス
高レベル廃液の蒸発乾固の予防と発生したときの対策について，上記審査会の資料が回答された。資料10−1〜10−3の   3分冊で計725ページもの大部になっている。第一分冊に大体の内容が網羅されている。化学工場の工程管理や核科学の知識がなければ理解が難しい内容に思われる。　しかし素人として，大地震や大落雷，竜巻，火山爆發による降灰，飛行機の墜落などによる同時多発する制御や計測機器等の故障，冷却水漏れ，大停電による廃液の冷却喪失事故が大事故に進展することが考えられる。高レベル廃液が沸騰し蒸発乾固しさらに溶融，揮発し放射能の大放出の可能性がある。まだまだ天災への対策が不十分の内容である。＊328ページから「蒸発乾固の過程における爆發の可能性」では実際の廃液を使用せず，模擬廃液で予測しているが，核物質の崩壊熱を考慮しない方法で予測できるのだろうか。



２．高レベル廃液の「冷却期間」が４年か１５年の話がヒアリングで出ていましたが、適合性

審査の中でこれに関して原燃と審査側の原子力規制委員（庁）でやり取りを行ったとされ

る（１０日のヒアリングの中で指摘された箇所を含む）議事録について、ご教示ください。

１と同様、URL やページ数、その特定箇所のみで結構です。 

【回答】 

以下の URLの審査会合の議事録が該当します。 

 

第 73 回核燃料施設等の新規制基準適合性に係る審査会合（平成２７年８月３１日） 

URL : 

http://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/9989972/www.nsr.go.jp/disclosure/committee/yu

ushikisya/tekigousei/nuclear_facilities/00000033.html 

 
 

 
〇連絡先 
１．２．について 
原子力規制委員会原子力規制庁 
原子力規制部審査グループ核燃料施設審査部門 
TEL：０３－５１１４－２１１７ 

http://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/9989972/www.nsr.go.jp/disclosure/committee/yuushikisya/tekigousei/nuclear_facilities/00000033.html
http://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/9989972/www.nsr.go.jp/disclosure/committee/yuushikisya/tekigousei/nuclear_facilities/00000033.html
nagatafumio
テキストボックス
使用済燃料を再処理するためせん断を開始する年数を，従来4年間以上としてきました。しかし，これでは発生する高レベル廃液の沸騰，蒸発乾固や水素爆發濃度までの対応時間の余裕がないことや，発生するルテニウム106の量を抑えることができない。そのためせん断を15年以上後に延期すことにより重大事故対応のゆとりを持たせることになりました。議事録の９~１８ページにこの論議が掲載されています（三陸の海・岩手の会 永田）


